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消費税の増税に伴うお知らせ 

拝啓、 
皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
さて、お客様におかれましては既にご承知のことと存じますが、消費税法

の改正により２０１９年１０月以降の消費税率につきましては、現行の

8%から 10%へ引き上げられることが決定しております。 
これに伴う消費税等の取扱いにつきまして、下記の通りお知らせ致します。 
どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 
敬 具 

 
 

記 
１０月分の請求書について 

９月２１日～３０日発注分は消費税率８％の対象となります。 
 
※９月と１０月にまたがって発注された場合 

９月２１日～３０日発注分の請求書(8%対象)と 
１０月１日～２０日までの発注分の請求書(10%対象)を 
それぞれ１通発行し計２通の請求書を郵送させて頂きます。 

 
  
９月末日頃には、ご注文など需要増のよる運送便の混乱が生じる場合が 
有りますので、早めのご注文を頂けますようお願い申し上げます。  

 
 


